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参考１ 
 

 

関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置、運転等に係る保安検査 

品質監査型規制調査の確認結果について 
 

 

１．確認日 

(1) 平成２１年１２月１１日（金） 

(2) 平成２１年１２月１７日（木） 

 

２．場所 

(1) 経済産業省会議室（経済産業省別館１階 １０３会議室） 

(2) 美浜原子力保安検査官事務所 

   

３．実施者 

(1) 久木田原子力安全委員会委員 

原子力安全委員会事務局 

規制調査官   佐々木 潤（チームリーダー） 

規制調査官   鵜澤 勝己 

規制調査官   平野 良太 

技術参与   清水 康一 

 

(2) 原子力安全委員会事務局 

規制調査官   佐々木 潤（チームリーダー） 

規制調査官   鵜澤 勝己 

技術参与   清水 康一 

 

４．対応者 

(1) 経済産業省原子力安全・保安院原子力発電検査課 職員 

(2) 美浜原子力保安検査官事務所 統括原子力保安検査官 

 

５．確認内容 

 ５．１ 確認方法 

事前（平成２１年１１月２日）に監査方式確認項目（質問／回答票）を原子力安全・保安院に

送付し、平成２１年１２月１１日、質問に対する回答を聴取するとともに、関連する文書・記録

類の確認を行った。また、平成２１年１２月１７日、美浜原子力保安検査官事務所において、現

地調査を行い、美浜原子力保安検査官事務所における業務に関する回答を聴取するとともに、関

連する文書・記録類の確認を行った。 

 

５．２ 確認結果 

原子力安全・保安院の回答及び事務局の確認結果を質問／回答票にとりまとめ、次ページ以降

に示す。 

なお、確認結果のうち、美浜原子力保安検査官事務所で確認した結果については、区別をつけ

るためにフォントを変え、明朝体で記載した。 
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関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置、運転等に係る保安検査  品質監査型規制調査確認項目（質問／回答票） 

（１）規制行政庁の品質マネジメント等に関する事項 

 （１－１）一般 

◆品質要求 

規制行政庁は、安全規制の実効性、透明性を高めるため、後続規制活動に関わる改善活動を行うなど、品質を継続的に維持・向上させること。 

■評価基準 

①品質マネジメントに関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

  ［１］規制活動の品質を維持向上するための取り組みを実施していること。 
品質・・・（１－２）以降に示す品質要求事項等 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

保安検査全般につい

て、品質を維持・向上

するために行ってい

る改善活動（取り組

み の 方 針 、 具 体 例

等）を示して下さい。 

（取り組みの方針） 

○保安検査の品質を維持向上させるため、保安検査等

のＰＤＣＡサイクルを回し、継続的な改善に取り組むこ

ととしている。保安検査の実施内容については、前年

度の保安検査の結果を取りまとめ、分析することにより

その分析結果を踏まえ、当該年度の保安検査の重点

事項を定める年度展開を行っている。 

また、保安検査の実施方法については、各種要領、実

施マニュアル、検査ガイド類の見直しを行っている。 

 

 

 

（具体例） 

○原子力保安検査官基礎研修を毎年度３回程度実施

し、保安検査官の初期教育を行っている。 

 

 

○原子力発電専門技能研修として PWR 訓練研修（PWR

シミュレータによる運転訓練）を年２回程度実施してい

る。 

 

 

○下記の資料にて、平成 20 年度の保安検査の結果及び総合所見を取りまとめ、平成 21 年度の

視点を定めていることを確認した。 

   ・「実用発電用原子炉に対する平成20年度保安検査結果及び平成21年度保安検査の視点

についての原子力安全委員会への報告について」（平成 21 年 8 月 6 日） 

 

○下記の資料にて、原子炉施設保安検査実施要領等が改正されていることを確認した。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21・03・26 原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30

日） 

   ・「原子炉施設保安検査実施マニュアル」（平成 21 年 4 月 1 日、原子力発電検査課） 

   ・「保安検査・保安調査ガイド」（平成 20 年 4 月１日新規作成、平成 21 年 4 月 1 日改訂、原

子力安全・保安院原子力発電検査課） 

 

○下記の「記録」により原子力保安検査官基礎研修が平成 20 年度には３回実施されていること

を確認した。 

   ・「平成 20 年度原子力安全研修実績」（原子力安全広報課） 

 

○原子力保安検査官（以下「保安検査官」という。）等、原子力安全・保安院（以下「保安院」とい

う。）の職員を対象とした PWR 訓練研修が平成 21 年度には２回計画されていることを下記の

「記録」で確認した。 

   ・「平成 21 年度原子力安全行政研修計画線表」（原子力安全広報課） 
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 ○保安検査は、抜き打ち的手法を含むプロセス型検査を

主体として、補完的に逐条型検査手法を用いて実施し

ている。 

 

○保安検査終了毎に全検査官事務所から数名が参加す

る保安検査官会議を実施している。この会議で事務所

毎に保安検査結果を報告し、報告書の内容、違反事項

の取り扱い、保安院の情報伝達等により、保安検査の

高度化・平準化を図っている。 

 

○保安検査終了毎に「保安検査の視点と対応状況」を各

事務所が作成している。これは、前年度に明らかにな

った課題を踏まえ、保安検査のＰＤＣＡの内容を明確に

している。これにより保安検査の有効性を継続的な改

善に役立てている。 

 

○年度末に「保安検査を踏まえた各発電所の総合評価

票」を各事務所が作成し、各発電所の保安活動の状態

を分析し、次年度の保安検査に活用できる仕組みを構

築している。 

 

○下記実施要領に、左記保安検査の手法が記載されていることを確認した。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21・03・26 原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30

日） 

 

○下記の記録にて、保安検査官会議が実施されていることを確認した。 

   ・「平成 21 年度第 1 回原子力保安検査官会議議事次第」（平成 21 年 4 月 8～9 日） 

 

 

 

 

○美浜原子力保安検査官事務所において平成 21 年度保安検査の視点と対応状況（関西電力株

式会社美浜発電所）が作成されていることを確認した。 

 

 

 

 

○美浜原子力保安検査官事務所において保安検査を踏まえた関西電力株式会社美浜発電所の

総合評価票が作成されていることを確認した。 

 

今回の保安検査を実

施するにあたり、施

設、設備等の特性、

今までの原子炉施設

の 状 況 等 を 勘 案 し

て、保安検査を適切

に行うために考慮し

た点を示して下さい。

○上記の「保安検査を踏まえた各発電所の総合評価票」

にて発電所の設備の特性等を踏まえた品質保証活動

等のソフト面などの強み、弱みを分析し、今年度の検

査の基本方針を定めている。 

また、試行段階だが、ＰＩ・ＳＤＰ評価を用いて、発電所

のプラント総合評価を行い、次年度の保安検査に活用

している。 

今年度の基本方針に従って、第 1 回保安検査の計画

を策定している。 

 

 

○美浜原子力保安検査官事務所において保安検査を踏まえた関西電力株式会社美浜発電所の

総合評価票が作成されていることを確認した。 

 

○下記資料により、基本方針を定めた上で第１回保安検査の計画が策定されていることを確認し

た。 

   ・「平成 21 年度基本方針の策定について」（平成 21 年 3 月 2 日、原子力発電検査課） 

   ・「平成 21 年度保安検査基本方針について」（平成 21 年 3 月 31 日、美浜原子力保安検査

官事務所） 

   ・「関西電力株式会社美浜発電所平成 21 年度（第 1 回）保安検査計画書」（平成 21 年 4 月 

原子力安全・保安院） 
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（１）規制行政庁の品質マネジメント等に関する事項 

 （１－２）文書化及び記録 

◆品質要求 

規制行政庁は、審査、検査のプロセスが効率的、効果的に計画され、実施されることを確実にするため、必要な文書化を行い、記録するとともに、そのための仕組

みを適切に維持管理すること。 

■評価基準 

②文書化に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

③記録に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

  ［２］必要な文書・記録を定め、必要な関係者に周知していること。 

文書・・・どのように物事を行うかを記述し、管理するために使用され、状況の変化を反映するために改訂することができ

るもの 

記録・・・何らかの活動結果として作成されるもので、その時点での事実を述べたものであり、改訂できないもの 

 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

保安検査で共通に使

用される関連の文書

等（省令、要領、規定

等）として、どのような

ものがありますか。 

 

・原子力保安検査官及び原子力防災専門官執務要領～

原子力保安検査官事務所業務マニュアル～（内規） 

・原子炉施設保安検査実施要領 

・原子炉施設保安検査マニュアル 

・保安検査・保安調査ガイド 

 

○保安検査で共通に使用される関連の文書等として下記のものがあることを確認した。 

   ・「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、「原子炉等規制法」と

いう。）第 37 条第 5 項 

   ・「実用発電用原子炉の設置､運転等に関する規則第 16 条の 2」 

   ・「原子力保安検査官及び原子力防災専門官執務要領～原子力保安検査官事務所業務マ

ニュアル～（内規）」の制定について（最終 平成 21 年 2 月 3 日） 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21・03・26 原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30

日） 

   ・「原子炉施設保安検査実施マニュアル」（平成 21 年 4 月 1 日作成、原子力発電検査課） 

   ・「保安検査・保安調査ガイド」（平成 20 年 4 月１日新規作成、平成 21 年 4 月 1 日改訂、原

子力安全・保安院原子力発電検査課） 

 

 

個 別 の 保 安検 査 で

は、どのような文書、

記録（起案文書、検

査報告書等）を作成

することとなっていま

すか。また、それらを

作成することは、どの

文書に定められ、ど

のような方法で必要

○以下の文書・記録を作成している。これらの文書・記録

を作成することは、上記の原子炉施設保安検査実施

要領に定め、併せて周知も図っている。 

【文書】 

保安検査計画書 

保安検査実施に関する事業者への通知文 

保安検査結果に関する事業者への通知文 

【記録】 

保安検査報告書 

○下記の文書及び記録が原子炉施設保安検査実施要領に従って作成されていることを確認し

た。 

 

年度基本方針 

   ・「平成 21 年度保安検査基本方針について」（平成 21 年 3 月 31 日、美浜原子力保安検査

官事務所） 

保安検査計画書（保安検査実施に関する事業者への通知文に添付） 

   ・「関西電力株式会社美浜発電所平成 21 年度（第 1 回）保安検査計画書」（平成 21 年 4 月 

原子力安全・保安院） 
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な関係者（内部及び

外部）に周知していま

すか。 

【周知】 

保安検査官会議（内部） 

プレス発表（外部） 

 

保安検査実施に関する事業者への通知文（下記起案文書に案を添付） 

   ・「平成２１年度第１回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）の実施について」（21 原企課

第 42 号）（平成 21 年 5 月 22 決裁） 

保安検査結果に関する事業者への通知文（下記起案文書に案を添付） 

   ・「平成 21 年度第 1 回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）における保安検査の報告書

について」（21 原企課第 68 号）（平成 21 年 8 月 3 日決裁） 

保安検査報告書 

   ・「平成 21 年度第 1 回保安検査報告書」（平成 21 年 6 月 19 日） 

保安検査官会議 

   ・「平成 21 年度第 1 回原子力保安検査官会議議事次第」（平成 21 年 4 月 8～9 日） 

 

プレス発表 

   ・「実用発電用原子炉に対する保安検査結果等（平成 21 年度第 1 四半期）の原子力安全委

員会への報告について」（平成 21 年 8 月 6 日、原子力安全・保安院ホームページ「プレス

発表」） 

   ・「平成21年度第１四半期の間に実施した保安検査（保安規定の遵守状況の検査）における

保安検査報告書について」（平成 21 年 8 月 6 日、原子力安全・保安院ホームページ「お知

らせ」） 
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●確認項目 

  ［３］作成した文書・記録を適切に維持管理していること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

作成した文書は必要

に応じて改訂してい

ますか。現在の改訂

状況を示して下さい。

○保安検査・保安調査改善検討会において、必要に応じ

検討し、各保安検査官にも確認しながら、原子炉施設

保安検査実施要領等の改訂を行っている。 

 

【具体例】 

・原子炉施設保安検査実施要領（Ｈ２１．３．３０改正） 

・保安検査・保安調査ガイド（Ｈ２１．４．１改正） 

 

 

○左記の通り、下記文書が改正されていることを確認した。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（全改正 平成 21 年 3 月 30 日、平成 21･03･26

原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30 日、原子力安全・保安院） 

   ・「保安検査・保安調査ガイド」（平成 20 年 4 月１日新規作成、平成 21 年 4 月 1 日改訂、原

子力安全・保安院原子力発電検査課） 

 

○保安検査・保安調査改善検討会では、主として「保安検査・保安調査ガイド」の見直し等につい

て検討を行っており、そのメンバーは炉型（PWR、BWR）及び対象とする事業者に偏りが出ない

ようにバランスを考慮し、保安検査官及び原子力発電検査課職員等で構成しているとの説明

を受けた。 

   ・「保安検査・保安調査改善検討会（第１回）議事次第」（平成 20 年 7 月 31 日） 

 

○美浜原子力保安検査官事務所から１名が保安検査・保安調査改善検討会に参加し、「保安検

査・保安調査ガイド」の見直しに携わったとの説明を受けた。また、「保安検査・保安調査ガイド」

の改訂にあたっては、直接、原子力発電検査課から全保安検査官に対し意見照会があったと

の説明を受けた。 
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改訂した文書の内容

は、どのように必要な

関係者（内部及び外

部）に周知しています

か。 

○決裁等による課内回付で関係者（課長、統括原子力保

安検査官、班長、係長等）に周知している。 

また、事務所に対しては保安検査官会議で説明し、各

保安検査官には電子メールにより周知している。 

一方、外部に対しては、原子力安全・保安院ホームペ

ージに掲載している。 

 

○下記「原子炉施設保安検査実施要領」の起案文書により、保安院長、担当審議官などの他、

原子力発電検査課内においては、課長、統括原子力保安検査官、保安検査班長、保安調整

係長等必要な関係者に周知していることを確認した。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21･03･26 原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30

日、原子力安全・保安院） 

 

○現地の保安検査官に対しては、原子力発電検査課よりメールで周知しているほか、保安院全

体として年に４回程度開催される保安検査官会議で原子力発電検査課より説明することになっ

ているとの説明を受けた。 

また、保安院ホームページに掲載し、対外的な周知を行っているとの説明を受け、原子炉施設

保安検査実施要領については平成 21 年 3 月 30 日に保安院ホームページのお知らせに掲載

されていることを確認した。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）の改正について」（平成 21 年 3 月 30 日） 

 

○美浜原子力保安検査官事務所では、原子力発電検査課より保安検査官に対しメールで周知さ

れており、また、「保安検査・保安調査ガイド」は、印刷物を保安検査官全員に配布されているこ

とを確認した。 

 

作成した記録は、ど

のように保管していま

すか。今回の保安検

査の記録の保管状況

を示して下さい。 

○原子力安全・保安院行政文書管理規程に基づき行政

文書ファイルを作成し、執務室にて保管している。 

○今回の保安検査の記録として文書ファイルを作成し、執務室にて行政文書管理規程に基づき

保存期限５年で保管しているとの説明を受けた。 

 

○美浜原子力保安検査官事務所では、次回以降の保安検査の参考とするため、保安検査に用

いたチェックシートなどをファイルしているとの説明を受け、その状況を確認した。 
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（２）審査官、検査官の能力に関する事項 

 （２－１）資格要件等 

◆品質要求 

規制行政庁は、対象となる設備や機器、又は事業者等の活動について、適切かつ確実に審査、検査を行うため、審査官、検査官に必要な資格又は能力を定める

こと。 

■評価基準 

④審査官、検査官の資格又は能力に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

  ［４］審査、検査をするための資格又は能力が定められていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

保安検査を実施する

者の資格又は能力に

係る基準を内規等で

定めていますか。 

定 め て い な い 場 合

は、どのような経験や

実績等で検査を実施

する能力があると、

誰が判断しています

か。 

○保安検査官は、原子炉等規制法第 67 条の 2 第 3 項に

職務が規定され、原子炉等規制法施行令第 60 条第 2

項に定数、同条第 5 項に資格が規定されている。 

 

 

 

○保安検査官の資格要件として、 

   ・「原子力施設検査官及び原子力保安検査官の資

格要件」（平成 13･01･06 原院第 26 号、平成 13

年 1 月 6 日） 

   ・「原子力施設検査官、原子力保安検査官及び原子

力防災専門官の資格要件に係る原子力安全・保

安院長が定める研修（内規）」（平成 17・11・24 原

院第 4 号、平成 17 年 12 月 1 日） 

に規定されている。 

 

 

○保安検査官は、原子炉等規制法第 67 条の 2 第 3 項に規定されており、原子炉等規制法施行

令第 60 条第 2 項に定数、同条第 5 項では原子炉の設置、運転等に係る保安規定の遵守状況

を検査する保安検査官については、「原子炉設置者が講ずべき保安のために必要な措置、並

びに、原子炉施設の構造及び性能について、それぞれ相当の知識及び経験を有する者でなけ

ればならない」と規定されていることを確認した。 

 

○保安検査官の資格要件として、保安検査官に対し、学歴、業務経験、研修受講実績などの資

格要件、資格要件研修が下記文書に定められていることを確認した。 

   ・「原子力施設検査官及び原子力保安検査官の資格要件」（平成 13･01･06 原院第 26 号、

平成 13 年 1 月 6 日） 

   ・「原子力施設検査官、原子力保安検査官及び原子力防災専門官の資格要件に係る原子

力安全・保安院長が定める研修（内規）」（平成 17・11・24 原院第 4 号、平成 17 年 12 月 1

日） 
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●確認項目 

  ［５］審査、検査を行った者が、必要な資格又は能力を満たしていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の保安検査を実

施した者は、必要な

資格又は能力を満た

していましたか。 

満たしている場合、そ

の根拠、理由を示し

て下さい。 

○今回の保安検査を実施した者は、いずれも保安院長

が定める研修を受講するなど、上記資格要件に基づく

原子力保安検査官の資格を有している。 

美浜保安検査官事務所の全ての保安検査官は、保安

検査官の発令を受けている。 

 

○今回の保安検査を実施した５名は、全員原子力保安検査官の資格を有しているとの説明を受

けた。 

 

○美浜原子力保安検査官事務所において、今回の保安検査を実施した 5 名のうち、2 名の身分

証明書を確認し、原子炉等規制法第 37 条第 6 項に基づき、保安規定の遵守状況の検査のた

めの立入検査を行うことができる資格を有していることを確認した。 

 



- 10 - 

 

（２）審査官、検査官の能力に関する事項 

 （２－２）教育訓練 

◆品質要求 

規制行政庁は、審査官、検査官及びその候補者の能力の維持・向上のため、適切な教育訓練計画を策定し、実施すること。 

■評価基準 

⑤審査官、検査官及びその候補者に対する教育訓練の計画、実施に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

  ［６］審査、検査を実施する者に対して、教育訓練計画を策定し、実施していること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

保安検査を実施する

者及びその候補者の

能力の維持向上のた

めに策定した教育訓

練計画があれば示し

て下さい。 

ない場合は、どのよう

に能力の維持・向上

を図っていますか。 

○「平成 21 年度原子力安全行政研修計画線表」、「原子

力保安検査官基礎研修実施要領」、「原子力安全・保

安院の研修案内平成２１年度版」を参照。 

 

 

○下記資料を確認し、研修計画等が策定されていることを確認した。 

   ・「平成 21 年度原子力安全行政研修計画線表」（経済産業研修所原子力安全研修室（原子

力安全広報課、2009.10.23 作成） 

   ・「平成 21 年度第１期原子力保安検査官基礎研修実施要領（案）」（平成 21 年 4 月 6 日） 

   ・「原子力安全・保安院の研修案内」 平成 21 年度版（企画調整課、原子力安全広報課、保

安課） 

 

 

上記の教育訓練計画

の対象者は、どのよ

うに選定されたので

すか。 

○キャリア・デベロップメント（人材育成）の考え方に基づ

き、年度毎の研修計画を立案している。 

対象者の選定は、教育訓練プログラムに基づき、保安

検査官をはじめとする保安院職員が自らの意志等を踏

まえ、事務所長などの上司と協議の上、行っている。 

○キャリア・デベロップメント（人材育成）の考え方に基づき、業務経験に応じて、職員をクラス分

けし、各クラス別(エントリー、エキスパート、シニア・エキスパート、マイスター)に教育訓練を計

画しているとの説明を受けた。 

   ・「業務運営の基本方針 －信頼される国民のエージェントになるために－」（2002 年 6 月） 

 

○今年度から「原子力保安検査官における力量」を定め、保安検査官本人に対しては「原子力安

全・保安院の研修案内」に基づき自分の力量にあわせた研修の受講を促すとともに、原子力

保安検査官事務所長が所属保安検査官の力量管理を踏まえ、本人との面談の上、応用研修

などの受講を行っているとの説明を受けた。 
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  ○美浜原子力保安検査官事務所では、事務所長が所属保安検査官と面談の上、業務に支障の

ない範囲で研修を受講し、その実績についても研修受講者の管理を行っているとの説明を受

け、その状況を確認した。 

 

上記の教育訓練計画

は計画のとおり実施

されましたか。実施結

果を示して下さい。 

 

○「平成 20 年度原子力安全行政研修実績」を参照。 ○下記資料に研修実績が記載されていることを確認した。 

   ・「平成 20 年度原子力安全行政研修実績」 

 

今回の保安検査を実

施した者の教育訓練

の実績を示して下さ

い。 

 

○「保安検査官事務所職員受講実績」を参照。 

 

 

○下記資料により、保安検査官の教育訓練等の受講実績が記載されていることを確認した。 

   ・「保安検査官事務所職員研修実績」（原子力安全・保安院 原子力安全広報課） 

 

 

○美浜原子力保安検査官事務所において、所属保安検査官の品質保証に係る研修等の受講実

績があることを確認した。 
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（３）審査、検査の実施に関する事項 

 （３－１）審査、検査の準備 

◆品質要求 

規制行政庁は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するため、事前に必要な要領（手順、判断基準等）を定め必要な関係者に周知す

るとともに、効率的、効果的に審査、検査を行うため、個々の行政処分等に必要な体制等の適切な準備を行うこと。 

■評価基準 

⑥審査、検査のための要領の作成に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

⑦審査、検査のための体制等の準備に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

  ［７］審査、検査のための必要な要領（手順、判断基準等）を事前に定めていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今 回 の 保 安検 査 で

は、事前に必要な要

領（手順書、審査基

準等）を定めました

か。定めた要領を示

して下さい 

定 め て い な い 場 合

は、要領に替わるも

のとして、どのような

ものがありますか。 

○原子炉施設保安検査実施要領に基づき、平成 21 年度

第 1 回保安検査計画書（平成 21 年 4 月 30 日付け）を

作成した。 

 

○保安検査を実施するために必要な手順、審査基準を

定めた原子炉施設保安検査実施マニュアルを定めて

いる。 

また、検査内容の充実と検査内容の均一化のために、

保安検査・保安調査ガイドを策定している。この中に

は、検査を行うためポイント等が記載されている。 

なお、検査項目毎にチェックシートを作成し、効率的な

検査に努めている。 

○保安検査の共通の文書として、下記要領等があり、保安検査の事務手続き等が定められてい

ることを確認した。また、今回の保安検査の実施にあたって、個別の要領は作成していないと

の説明を受けた。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21･03･26 原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30

日、原子力安全・保安院） 

   ・「原子炉施設保安検査実施マニュアル」（平成 21 年 4 月 1 日、原子力発電検査課） 

   ・「保安検査・保安調査ガイド」（平成 20 年 4 月１日新規作成、平成 21 年 4 月 1 日改訂、原

子力安全・保安院原子力発電検査課） 

 

○原子炉施設保安検査実施要領に基づき今回の「保安検査計画書」が美浜原子力保安検査官

事務所で作成されていることを確認した。 

   ・「関西電力株式会社美浜発電所平成 21 年度（第 1 回）保安検査計画書」（平成 21 年 4 月

30 日） 

 

○美浜保安検査官事務所においてチェックシートを作成して事業者に提示し、事業者からの回答

に基づき文書や記録類の確認等を行い、効率よく検査を実施しているとの説明を受けた。 
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その要領（またはそ

れに替わるもの）は、

どのような手続きで

策定されましたか。 

○原子炉施設保安検査実施要領は院長までの決裁を取

り策定した。（平成 21 年 3 月 30 日改訂） 

 

 

○原子炉施設保安検査実施マニュアル及び保安検査・

保安調査ガイドは原子力発電検査課長まで確認をとっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 21 年度第 1 回保安検査計画書及びチェックシート

は美浜事務所統括保安検査官の確認を得て作成され

ている。 

○下記「原子炉施設保安検査実施要領」は、保安院長決裁にて策定していることを確認した。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21・03・26 原院第 2 号 平成 21 年 3 月 30

日） 

 

○下記資料は、原子力発電検査課長まで確認をとっているとの説明を受け、表紙に「原子力発

電検査課」と記載されていることを確認した。 

   ・「原子炉施設保安検査実施マニュアル」（平成 21 年 4 月 1 日作成、原子力発電検査課） 

   ・「保安検査・保安調査ガイド」（平成 20 年 4 月１日新規作成、平成 21 年 4 月 1 日改訂、原

子力安全・保安院原子力発電検査課） 

 

○保安検査・保安調査ガイドの改訂にあたっては、保安検査・保安調査改善検討会において検

討したほか、現地保安検査官にコメント、意見を求め、必要に応じて反映したとの説明を受け

た。 

 

○美浜原子力保安検査官事務所では、平成21年度第1回保安検査計画書の作成にあたり、取り

まとめの保安検査官が前回の保安検査の取りまとめを行った保安検査官からの引き継ぎ事項

等を踏まえて計画書案を作成し、統括保安検査官を含む事務所所属の全保安検査官でレビュ

ーを行い、確認しているとの説明を受けた。 

また、チェックシートも取りまとめの保安検査官が保安検査・保安調査ガイド等を参考にして案を

作成し、統括保安検査官を含む事務所所属の全保安検査官でレビューを行い、確認している

との説明を受けた。 

 

保安検査時に判断が

困難な場合等の対応

方法はどのように定

めていますか。 

○保安検査において、保安規定違反の疑いのある事象

を発見した場合は、原子炉施設保安検査実施要領に

ある「保安規定違反の評価・判定フロー」に従い、評

価・判定する。 

また、疑義事項がある場合は検査課と協議し、進める

こととしている。 

なお、具体的な判定基準は、「保安規定違反判定基準

の考え方」に定めている。 

統括保安検査官は、その結果を検査課へ連絡する。 

 

○下記「原子炉施設保安検査実施要領」に「図 保安規定違反の評価・判定フロー」及び「保安規

定違反の判定基準（別表）」に従い、当該事象を評価し、保安規定違反の区分の判定を行う旨

の記載があることを確認した。 

また、疑義事項がある場合は検査課と協議し、進めることとしているが、今回の保安検査にお

いては、保安規定違反の疑いのある事象はなかったとの説明を受けた。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21・03・26 原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30

日） 

 

○下記資料に保安規定違反の判定基準に係る具体的な考え方が記載されていることを確認し

た。 

   ・「保安規定違反判定基準の考え方」（平成 21 年 1 月 1 日 原子力発電検査課） 
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●確認項目 

  ［８］審査、検査のための必要な体制等を準備していること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今 回 の 保 安検 査 で

は、検査体制をどの

ように組織したか示し

て下さい。また、組織

する時の考え方や根

拠を示して下さい。 

○保安検査実施体制については、美浜原子力保安検査

官事務所の５名体制で実施した。 

原則、保安検査は２名以上でおこなうこととしている。 

５名体制は、プラントの数プラス２名の原則に基づいて

いる。 

また、保安検査計画書において、事務所長が検査を行

う者を決定している。 

 

○今回の保安検査の体制が、下記の「計画書」及び「報告書」に明記されていることを確認し、保

安検査の体制が現地（美浜原子力保安検査官事務所）からの保安検査官５名であることを確

認した。 

なお、「報告書」に保安検査実施者が５名の氏名「他」と記載されていたが、今回の重点検査項

目「安全文化の醸成活動の実施状況（原子力事業本部の検査を含む）」に関連し、他の原子力

保安検査官事務所（大飯、高浜）と合同で実施したため、「他」としたとの説明を受けた。 

   ・「関西電力株式会社美浜発電所平成 21 年度（第 1 回）保安検査計画書」（平成 21 年 4 月、

原子力安全・保安院） 

   ・「平成 21 年度第 1 回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）における保安検査の報告書

について」（21 原企課第 68 号）（平成 21 年 8 月 3 日） 
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（３）審査、検査の実施に関する事項 

 （３－２）審査、検査の実施 

◆品質要求 

審査官、検査官は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するため、定められた要領＊に従い、効率的、効果的に審査、検査を実施す

るとともに、その結果及び根拠等を確実に記録すること。 

      ＊実施手順の他、規制行政庁が定める、職員の業務実施の際に遵守すべき一般的なルールを含める。 

■評価基準 

⑨審査、検査の結果の記録に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

  ［９］審査要領、検査要領に従った記録を作成していること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の保安検査で

は、定めた要領（また

は そ れ に 替 わ る も

の）に従って、記録を

作成しましたか（記載

内容、記録フォーマッ

ト等を含む）。該当す

る記録を示して下さ

い。 

○原子炉施設保安検査実施要領に基づき保安検査報告

書を作成した。 

 

 

○当該四半期の全実用炉の保安検査結果をまとめた下記の「報告書」の起案文書に、検査記録

として美浜原子力保安検査官事務所からの保安検査報告書が添付されていることを確認し、

また同報告書の内容は、下記「原子炉施設保安検査実施要領」に従ったものであることを確認

した。 

   ・「平成 21 年度第 1 回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）における保安検査の報告書

について」（21 原企課第 68 号）（平成 21 年 8 月 3 日） 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21・03・26 原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30

日） 

 

○美浜原子力保安検査官事務所では、平成２１年度第１回保安検査報告書の作成にあたり、取り

まとめの検査官が報告書案を作成し、統括保安検査官を含む事務所所属の全保安検査官で

レビューを行い、確認しているとの説明を受けた。 

 

要領（またはそれに

替わるもの）に従って

記録が作成されてい

ることを、誰がどのよ

うな手続きで確認し

ましたか。 

○原子力発電検査課の保安検査班担当者が保安検査

報告書の内容を確認するとともに、保安検査報告書の

事業者への通知に係わる起案の決裁時に課内等の主

要役職者が確認している。（平成 21 年 8 月 3 日付け決

裁） 

 

 

○当該四半期の全実用炉の保安検査結果をまとめた下記の「報告書」の起案文書に検査記録と

して美浜原子力保安検査官事務所からの保安検査報告書が添付され、決裁時に、原子力発

電検査課長、統括原子力保安検査官、保安検査班長等が確認を行っていることを、起案文書

の捺印により確認した。 

   ・「平成 21 年度第 1 回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）における保安検査の報告書

について」（21 原企課第 68 号）（平成 21 年 8 月 3 日） 
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●確認項目 

  ［１０］審査結果、検査結果とその根拠が記録に記載されていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の保安検査で

は、検査結果とその

根拠が記録に記載さ

れましたか。該当す

る記録を示して下さ

い。 

 

○保安検査報告書には、検査内容として結果と根拠が記

載されており、本報告をもとに保安検査結果に関する

事業者へ保安検査結果を通知（平成 21 年 8 月 3 日付

け、21 原企課第 68 号）している。 

 

 

○当該四半期の全実用炉の保安検査結果をまとめた下記「報告書」に美浜原子力保安検査官

事務所からの保安検査報告書が添付され、その中に、検査結果及びその根拠が記載されて

いることを確認した。 

   ・「平成 21 年度第 1 回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）における保安検査の報告書

について」（21 原企課第 68 号）（平成 21 年 8 月 3 日） 
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（３）審査、検査の実施に関する事項 

 （３－３）評価及び処分 

◆品質要求 

規制行政庁は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するため、要求される安全の目的、原則、基準に照らして、審査、検査の結果を適

切に評価するとともに、結果を通知するなど、行政処分等を確実に実施すること。 

■評価基準 

⑩評価及び処分に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

  ［11］審査結果、検査結果が適切であることを確認するための評価が実施されていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の保安検査結

果の適切性の評価

は、どのような手続き

で行われましたか。 

○美浜原子力保安検査官事務所において、保安検査の

結果を全保安検査官（５人）によるレビューを得て、原

子力発電検査課に送付している。 

 

○原子力発電検査課の保安検査班担当者が保安検査

報告書の内容を確認（５名程度のクロスチェック）する

とともに、保安検査官会議を行い約３０名の保安検査

官のレビューを受けている。 

保安検査報告書の事業者への通知に係わる起案の決

裁時にも課内等主要役職者で確認している。（平成 21

年 8 月 3 日付け決裁） 

 

○更に、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安

部会原子炉安全小委員会安全管理技術評価ＷＧにて

おいて外部の専門委員にも審議して頂いている。 

 

 

○当該四半期の全実用炉の保安検査結果をまとめた下記「報告書」に美浜原子力保安検査官

事務所からの保安検査報告書が添付され、決裁時に、原子力発電検査課長、統括原子力保

安検査官、保安検査班長、保安調整係長等が確認を行っていることを、起案文書の捺印によ

り確認した。 

   ・「平成 21 年度第 1 回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）における保安検査の報告書

について」（21 原企課第 68 号）（平成 21 年 8 月 3 日） 

 

○総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会安全管理技術評価

WG において、平成 21 年度第 1 回保安検査について報告し、専門家より助言、指導を受けたと

の説明を受けた。 

   ・「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会安全管理技術

評価 WG（第 23 回） 議事次第（案）」（平成 21 年 8 月 3 日） 

 

○美浜原子力保安検査官事務所では、取りまとめの保安検査官が保安検査報告書案を作成し、

全保安検査官（５人）によるレビューを得て、統括原子力保安検査官が原子力発電検査課に送

付しているとの説明を受けた。 

 

○美浜原子力保安検査官事務所では、当該四半期の保安検査をとりまとめた保安検査官及び次

の四半期の保安検査をとりまとめる予定の保安検査官２名が保安検査官会議に出席していると

の説明を受けた。 

   ・「平成 21 年度第 2 回保安検査官会議議事次第」（平成 21 年 7 月 14～15 日） 



- 18 - 

●確認項目 

  ［12］審査、検査が適切な期間で実施されていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

原子炉施設に対する

保安検査の標準的な

期間をどのように設

定していますか。 

標準的な期間を設定

していない場合、そ

の理由及び今回の

保安検査の期間を示

して下さい。 

○保安規定の各条に対しておおむね２年間で全ての実

施状況を確認する中期計画のもと、１回の保安検査期

間を２週間程度とすることを原子炉施設保安検査実施

要領に定めている。 

 

 

○下記「原子炉施設保安検査実施要領」において、年４回の保安検査は、「１回の検査期間を２

週間程度を標準として行うものとする。」及び「おおむね２年間で保安規定の全ての条文の遵

守状況を確認する。」と記載されていることを確認した。ただし、「各保安検査官事務所はこれ

までの保安規定の遵守状況等を勘案し、具体的に当該検査期間を設定するものとする。」と記

載されており、美浜原子力保安検査官事務所の統括原子力保安検査官は、保安検査実施期

間を平成 21 年 6 月 1 日から平成 21 年 6 月 12 日と明記した「保安検査計画書」を作成してい

ることを確認した。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21・03・26 原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30

日） 

   ・「関西電力株式会社美浜発電所平成 21 年度（第 1 回）保安検査計画書」（平成 21 年 4 月、

原子力安全・保安院） 

 

今回の保安検査は、

設定された期間のと

おり実施されました

か。 

されなかった場合、

その理由を示して下

さい。 

○保安検査計画に定めた期間（平成２１年６月１日～６月

１２日）のとおり保安検査を実施した。 

 

 

○今回の保安検査が計画のとおり実施されていることを当該四半期の実用炉の保安検査をまと

めた下記「報告書」により確認した。 

   ・「平成 21 年度第 1 回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）における保安検査の報告書

について」（21 原企課第 68 号）（平成 21 年 8 月 3 日） 

 



- 19 - 

 

●確認項目 

  ［13］行政処分の結果の通知等が実施されていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の保安検査結

果は、被検査者に対

し、どのように通知さ

れましたか。 

○保安検査結果に関する発電所別保安検査報告書を事

業者へ通知（平成 21 年 8 月 3 日付け、21 原企課第 68

号）している。 

 

○平成 21 年 8 月 3 日付けの一般連絡通知文書により原子力発電検査課長から関西電力株式

会社美浜発電所長へ通知していることを下記「起案文書」に添付されていた通知文書の写しに

より確認した。 

   ・「平成 21 年度第 1 回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）における保安検査の報告書

について」（21 原企第 68 号）（平成 21 年 8 月 3 日） 

 

今回の保安検査結

果の公表性は、どの

ように確保されてい

ますか。（原子力安

全委員会への報告を

除く。） 

○原子力安全・保安院のホームページに発電所別保安

検査報告書を掲載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○下記の「検査結果」（報告書）が原子力安全・保安院のホームページに掲載されていることを確

認した。なお、プレス発表及びホームページへの掲載は、原子炉等規制法に基づき保安検査

の実施状況を原子力安全委員会に報告した際に行っているとの説明を受け、原子力安全委員

会への報告が平成 21 年 8 月 6 日に実施されていることを下記原子力安全委員会資料により

確認した。 

   ・「実用発電用原子炉に対する保安検査結果等（平成 21 年度第 1 四半期）の原子力安全委

員会への報告について」（平成 21 年 8 月 6 日、原子力安全・保安院ホームページ「プレス

発表」） 

   ・「平成 21 年度第１四半期の間に実施した保安検査（保安規定の遵守状況の検査）におけ

る保安検査報告書について」（平成 21 年 8 月 6 日、原子力安全・保安院ホームページ「お

知らせ」） 

   ・「実用発電用原子炉に対する保安検査結果等について(平成２１年度第１四半期)」（第 48

回原子力安全委員会資料第 6-2 号、平成 21 年 8 月 6 日） 

 

○下記、「原子炉施設保安検査実施要領」に従い、各保安検査官事務所は検査結果について、

立地道県及び立地市町村等に対し、保安検査結果の概要を説明しているとの説明を受けた。 

   ・「原子炉施設保安検査実施要領（内規）」（平成 21・03・26 原院第 2 号、平成 21 年 3 月 30

日） 
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○また、各事務所は自治体に対し、説明に出向いている

とともに、場合によってはプレスへも説明している。 

美浜原子力保安検査官事務所においては、美浜町、

福井県等に対し、説明しているとともに、敦賀・大飯・高

浜原子力保安検査官事務所とともに地域原子力安全

統括管理官がプレスへの説明を実施している。 

○美浜原子力保安検査官事務所においては、統括保安検査官が美浜町などに対し説明を行っ

ているとの説明を受けた。 

また、福井県への説明は、県の担当者や現地駐在の地域原子力安全統括管理官及び敦賀、

大飯、高浜原子力保安検査官事務所などで構成される連絡会において行っているとの説明を

受けた。 

 

○地元報道機関（プレス）への説明は、地域原子力安全統括管理官及び敦賀、大飯、高浜原子

力保安検査官事務所統括保安検査官と合同で行っているとの説明を受けた。 

 

貴課は、法令に基づ

く認可及び検査の実

施状況を四半期毎に

原子力安全委員会

へ 報 告 し て い ま す

が、報告内容に抜け

や誤りが無いことを

誰がどのような手続

きで確認しています

か。 

○課内の保安検査班、及び運転管理班（５名程度）によ

るレビューを実施し、委員会に提出してもいいか起案

する際、課長以下、課内決裁の確認事項で最終的に

確認している。（平成 21 年 8 月 6 日付け決裁） 

 

 

○当該四半期の全実用炉の保安検査結果をまとめた下記の「報告書」の起案文書に検査記録と

して美浜原子力保安検査官事務所からの保安検査報告書が添付され、決裁時に、原子力発

電検査課長、統括原子力保安検査官、保安検査班長等が確認を行っていることを、起案文書

の捺印により確認した。 

   ・「実用発電用原子炉に対する保安検査結果等について（平成 21 年度第１四半期）」（平成

21・07・28 原第 49 号）（平成 21 年 8 月 6 日） 
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品質監査型の規制調査で使用する評価基準 

（１） 規制行政庁の品質マネジメント等に関する事項 

品質要求
規制行政庁は、安全規制の実効性、透明性を高めるため、後続規制活動に関わる改善

活動を行うなど、品質を継続的に維持向上させること。 
（1-1） 

一般 
評価基準 ① 品質マネジメントに関する事項が品質要求に照らして適切であること。【監査】 

品質要求

規制行政庁は、審査、検査のプロセスが効率的、効果的に計画され、実施されることを

確実にするため、必要な文書化を行い、記録するとともに、そのための仕組みを適切に

維持管理すること。 

（1-2）  

文書化 

及び記録 
評価基準

② 文書化に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査】 

③ 記録に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査】 

（２） 審査官、検査官の能力に関する事項 

品質要求
規制行政庁は、対象となる設備や機器、又は事業者等の活動について、適切かつ確実

に審査、検査を行うため、審査官、検査官に必要な資格又は能力を定めること。 
（2-1） 

資格要件等 

評価基準
④ 審査官、検査官の資格又は能力に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査

／立会】 

品質要求
規制行政庁は、審査官、検査官及びその候補者の能力の維持・向上のため、適切な教

育訓練計画を策定し、実施すること。 
（2-2） 

教育訓練 
評価基準

⑤ 審査官、検査官及びその候補者に対する教育訓練の計画、実施に関する事項が品質要求に照

らして適切であること。 【監査】 

（３） 審査、検査の実施に関する事項 

品質要求

規制行政庁は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するた

め、事前に必要な要領（実施手順、判断基準等）を定め必要な関係者に周知するととも

に、効率的、効果的に審査、検査を行うため、個々の行政処分等に必要な体制等の適

切な準備を行うこと。 

（3-1）  

審査、検査の

準備 

評価基準

⑥ 審査、検査のための要領の作成に関する事項が品質要求に照らして適切であること。【監査】 

⑦ 審査、検査のための体制等の準備に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監

査／立会】 

品質要求

審査官、検査官は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保する

ため、定められた要領※に従い、効率的、効果的に審査、検査を実施するとともに、その

結果及び根拠等を確実に記録すること。 

※実施手順の他、規制行政庁が定める、職員の業務実施の際に遵守すべき一般的なルールを

含める。 

（3-2） 

審査、検査の

実施 

評価基準
⑧ 審査、検査の実施に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【立会】 

⑨ 審査、検査の結果の記録に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査／立会】

品質要求

規制行政庁は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するた

め、要求される安全の目的、原則、基準に照らして審査、検査の結果を適切に評価する

とともに、結果を通知するなど、行政処分等を確実に実施すること。 

（3-3）  

評価 

及び処分 
評価基準 ⑩ 評価及び処分に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査】 

【監査】：監査方式での確認項目、 【立会】：立会方式での確認項目、  
【監査／立会】：監査方式と立会方式での確認項目 
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